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新型コロナウィルス感染症によりクラスターが発生した場合の対応について（通知） 

 日頃から本県の障害福祉行政に格別の御配慮をいただき、誠にありがとうございます。 
さて、令和４年３月２１日にまん延防止等重点措置が解除されましたが、愛知県の感染者
数は増加の兆しを見せており、引き続き感染防止に向けた取組が求められているところです。 
特に、入所系及び入居系施設において陽性者が確認された際には、感染拡大を防止するた
めに、速やかにゾーニングを行うなど対策を講じていく必要があります。 
こうした中、本県においては、クラスターが発生した施設等に対して、必要性に応じて「医
師・看護師派遣」及び「福祉職員派遣」を行っておりますので、それぞれ下記に記載の窓口又
は連絡先に相談の上、御活用ください。 
また、クラスターが発生した入所系及び入居系施設で、入所者の体調が悪化した場合にお
いて、医師の往診を希望する場合は、愛知県医師会が医療機関の案内を行っていますので、
御承知おきください。 

記 
① 医師・看護師派遣 

 クラスターが発生し、通常の運営体制の維持が困難になった場合に、新型コロナウィ
ルス感染症調整本部医療体制緊急確保チームのメンバーである DMAT 資格を有する医
師や公益財団法人愛知県看護協会から感染管理認定看護師等を派遣（⇒窓口：保健所） 

② 福祉職員派遣

 クラスターが発生し、施設で働く介護職員等の出勤が困難となり、同一法人内で職員
確保を行った上でも職員が不足する場合において、他の社会福祉施設等から応援職員を
派遣（⇒窓口：愛知県障害福祉課、連絡先（052）954-7400（ダイヤルイン）） 



③ 往診を希望する場合

 クラスターの発生等により入所者の体調が悪化し、往診を希望する施設に医療機関を
案内 
＜医療機関案内窓口＞ 
〇平日 午前 9時～午後 5時 
   愛知県医師会医療業務部第 3課 
   電話 （052）241-4143 
   FAX （052）241-4130 
〇上記時間外（土・日・祝日及び平日午後 5時以降） 
  愛知県救急医療情報センター 
   電話 （052）263-1146 
   FAX （052）264-1298 

担当 事業所指導グループ 
電話 （052）954-7400（ダイヤルイン） 


